
学校法人西大和学園  役員報酬規程 

 

（目的） 

第１条  この規程は、学校法人西大和学園の理事長ならび役員（理事及び監事）の報酬に

ついて定めることを目的とする。 

 

（報酬） 

第２条  役員報酬は年額とし、次の各号に掲げる役員に対し、それぞれ当該各号に定める

額を限度額とし、この限度額の範囲内で理事会の承認を得て決定する。 

一  理事長      １，８００万円 

 

２  理事長以外の常勤の役員については、役員の報酬は支払わず、西大和学園給与規程に

従い、給与を支給する。 

 

（支給） 

第３条  報酬の支払方法は、前２条により決定された報酬を１２等分し、西大和学園給与

規程で定めた給与支給日に支給する。 

 

（非常勤の役員に対する適用） 

第４条  非常勤の役員については、役員の報酬は支払わない。ただし、非常勤の役員であ

っても、その職務の態様から報酬を支給することが適当と認められる者に対しては、理

事会の承認を得て支給することができるものとする。 

 

（規程の改廃） 

第５条 この規程を改廃する場合は、理事会の議を経て、理事長においてこれを定める。 

 

 

    附    則 

  この規程は、平成１９年２月２６日から施行する。 

    附  則 

 この規程は、平成２６年２月２４日から施行する。 

 

 

 

 

 


